
豊臣家と運命を供にした城

「宇陀松山城」

ロゴマーク使用説明会



目的・背景

令和８年１月４日から放送開始の、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、奈良県が

舞台のひとつとして注目されており、広域的な観光振興の好機を迎えている。

また、令和８年は宇陀松山城跡が史跡登録２０周年を迎える節目であることや、

宇陀松山城に関連するおみやげ品が少ない現状を踏まえ、豊臣家ゆかりの地で

ある「宇陀松山」の魅力を広く発信するために、オリジナルロゴマークを作成。

本ロゴマークは、大河ドラマの放送期間に限定することなく、放送終了後も幅広く

活用可能なデザインとしている。本ロゴマークを共通のシンボルとして活用する

ことで、市としてのブランド力の向上を図るとともに、行政と事業者の皆様が同じ

イメージを共有し、統一感のある情報発信につなげることを目的とする。



ロゴマークコンセプト

• 秋山氏の家紋である楓をモチーフにアレンジした七角形

のパターンを背景に、黒門のシルエットを配置し、現代風

の御朱印のようなデザインに

• 黒門を抜けた先に石垣や鬼瓦が広がり、宇陀松山の世界

へと入り込んでいくようなイメージを表現

• タイトル「TSUWAMONO SPIRITS」は、戦国時代の用

語である“兵（つわもの）”を「強物＝優れた商品」と言い換

え、各事業者の皆さまが魂を込めてつくり上げた逸品で

あることを表現



使用例



ロゴマークの使用にあたって

• 「ロゴマーク使用要綱」「ロゴマーク使用マニュアル」

を必ずご確認の上、使用してください。

• 「NHK」「大河ドラマ」「豊臣兄弟！」「豊臣兄弟」等の

文字や大河ドラマ 「豊臣兄弟！」の番組ロゴマーク

と一緒にはご利用いただけません。 番組ロゴマーク

と誤解されるような表記はしないでください。

• ロゴマークのみ（タイトルなし）でもご利用いただけ

ます。※モノクロ版も同様

■タイトルあり

■タイトルなし



カラー設定

モノクロでの使用を除き、このカラーでの使用を原則としてください。

■カラー版 ■モノクロ版

C20%+M90%+Y100%

C15%+M50%+Y60%

C0%+M0%+Y0%+K0%

DIC237

DIC316

K100%

K60%

K0%

※食品や木材等にプリントする場合など、素材本来の色合いを活かしたい場合や、
指定色での表現が困難な場合には、カラーの変更を認めることがあります。



使用上の禁止事項

×色の変更 ×縦横比の変更 ×書体の変更

×レイアウトの変更 ×ふち付き ×不明瞭な表現×回転/立体化の加工



使用の手順

▽ 申請

宇陀市ホームページ掲載の申請フォームに、必要事項を入力し送信してください。

▼ ロゴマークのダウンロード

申請受付後、内容を確認し、承認と共にロゴマークデータをメールにて送付します。

▼ 報告

ロゴマークを使用した物品が完成しましたら、速やかに宇陀市ホームページに掲載の
報告フォームに必要事項を記入し、完成品写真等を添付の上、送信してください。



申請フォーム



申請フォーム



申請フォーム



申請フォーム

これで申請は完了です。申請受付後、内容を確認し、承認と共に
ロゴマークデータをメールにて送付します。



報告フォーム



報告フォーム

これで報告は完了です。ロゴマークを使用した物品が完成しましたら、
速やかに報告してください。



Q＆A

Q. 営利目的で使用しない場合も、申請は必要？

A. 営利・非営利問わず、申請・報告してください。

Q. 使用用途等の変更をしたい場合、どうするの？

A. 変更後の状態で、再度申請フォームから申請してください。

Q. ロゴデータはどのような形式でもらえるの？

A. AIデータ、 PDFデータ、JPEGデータ、 PNGデータ、EPSデータを一式で送付
いたします。必要に応じてご使用ください。その他に必要なデータがございまし
たら、ご相談ください。



Q＆A

Q. 色や形を変えて使えるの？

A. 原則として、色・形の変更はできません。統一したブランドイメージを保つため、
指定されたデザインでの使用をお願いします。しかし、使用する商品によっては
許可する場合があります。申請時にご相談ください。

Q. 商品は種類ごとに申請・報告が必要？

A. 1度の申請・報告で、種類が分かるようにご記入いただければ必要ありません。

Q. データをもらったけど、やっぱり使わなくなったらどうするの？

A. お手数ですが、その旨をご連絡ください。



Q＆A

Q. ロゴマークはいつまで使用できるの？

A. 要綱では令和１０年３月３１日としていますが、運用状況に応じて期間を延長する
場合があります。

Q. 同業他社と商品が被らないの？

A. 基本的には、商品の内容、素材、製法、価格帯などは各事業者様に委ねるため、
他事業者様が同様の商品を作成する可能性はゼロではありません。しかし、
本事業はロゴマーク使用申請時において、市が窓口となるため、すでに
同ジャンルの商品があるかどうか等について情報提供や助言を行うことは可能
です。強制的な調整ではなく、「相談ベース」での対応となります。



Q＆A

Q. 市として販売支援はしてくれるの？

A. 本事業は、販売支援ではなく、事業者の皆様が商品開発に挑戦しやすい環境を
整えることを目的としています。市として販売数量や売上を保証する支援は
できません。

Q. 市の施設等（道の駅・観光案内所・イベント）で優先的に販売できるの？

A. 現時点では、ロゴマークを使用していることのみを理由に、市の施設における
優先的な販売枠を確約するものではありません。道の駅や観光案内所での取扱い
については、各施設の運営方針や取扱基準、スペース等に基づき判断します。
ただし、ロゴマークを活用した商品が一定数増えてきた段階で、施設内での特集
展開や、イベント・物産展等での商品の紹介や活用を検討しています。



Q＆A

Q. パッケージ変更等、商品開発にかかる費用補助はあるの？

A. 本事業において、ロゴマークの使用に伴うパッケージ変更や商品開発に係る
費用に対する補助制度はありません。ロゴマークは無償で提供しますが、
商品開発や製造、パッケージ変更等に要する費用については、各事業者様の
ご負担となります。

Q.商品トラブルがあった場合、自治体の責任は？

A. 商品の品質・販売・クレーム対応等は、すべて事業者様の責任となります。市は
ロゴ使用を許諾する立場であり、商品の内容に責任を負うものではありません。



お問い合わせ

宇陀市観光課 （担当：藤井）

〒６３３－０２９２

奈良県宇陀市榛原下井足１７－３

TEL : 0745-82-2457 

ＦＡＸ ： 0745-82-8211

MAIL : s-kankou@city.uda.lg.jp

月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５

（祝日、休日及び年末年始を除く）


